
 

関税割当てのご利用を検討されている方へ（利用のメリット） 
 
１．関税割当制度とは？ 
  関税割当制度とは、ある貨物について一定数量の割当てを受けた輸入（者）に対して
は、その一定数量の範囲内で関税を低税率あるいは無税（枠内税率と言います）とする
制度です。この「割当て」を関税割当てと言います。なお、関税割当てを受けずに輸入
する場合は、通常の関税率（枠外税率と言います）が課されることになります。 

  関税割当てには、国際的な合意等に基づき設けられている制度（一般関税割当）に加
え、経済連携協定（EPA）によって定められている制度（EPA関税割当）があります。 

 
（参考）我が国の農林水産物の関税制度について 

 
２．関税割当てを利用した場合のメリット（具体例） 
  関税割当ての対象となっている品目は、とうもろこし、麦芽、乳製品（バター、チー
ズ等）、ココア調製品、こんにゃく芋や繭・生糸など様々です。こうした品目について、
関税割当てを利用することで、通常の輸入で課される関税を削減することができます。 
例１：一般関税割当では、繭・生糸に毎年度 798トン、枠内税率は無税が適用されま

す。枠外税率は繭が 140円/kg、生糸が 7.5%となっていますので、仮に、関税割
当てを受けて繭を 1トン輸入すると、関税分として 140,000円を節約することが
できます。 

例２：CPTPPでは、えんどう及び豆の調製品に 2022年度 716トン、2023年度以降
800トン、枠内税率は無税が適用されます。枠外税率は 23.8％となっていますの
で、仮に、関税割当てを受けて CPTPP加盟国からえんどう及び豆の調製品を 100
万円輸入すると、関税分として 238,000円を節約することができます。 

例３：日 EU・EPAでは、麦芽に毎年度 185,700トン、枠内税率は無税が適用されま
す。枠外税率は 21.3円／kgとなっていますので、仮に、関税割当てを受けて EU
から麦芽を 10トン輸入すると、関税分として 213,000円を節約することができ
ます。 

例４：日米貿易協定では、イヌリンに 2022年度 220トン、以降、毎年度５トンずつ
増加し、2028年度以降 250トン、枠内税率は無税が適用されます。枠外税率は
119円／kgとなっていますので、仮に、関税割当てを受けて米国からイヌリンを
10トン輸入すると、関税分として 1,190,000円を節約することができます。 

 
 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/attach/pdf/index-7.pdf


 

３．関税割当てを受けるには 
  まずは、農林水産省に必要な書類を提出して申請を行っていただき、関税割当証明書
の交付を受ける必要があります（注：証明書は年度毎に取得する必要があります）。申請
は書面による他、電子的に行うこともできます。関税割当証明書については、実際の通
関の際に税関に提示することにより、関税に係る便益を得ることができます。 

  品目毎に申請書類や条件、申請期間が異なる場合もございますので、申請手続につい
ては、以下の一般関税割当および EPA毎に定める EPA関税割当の「関税割当公表」を
ご参照ください。 

  関税割当公表はこちらからご参照ください。 
（一般関税割当） 
（EPA関税割当） 

CPTPP（TPP）関税割当 
日 EU・EPA関税割当 
日米貿易協定関税割当 
その他の経済連携協定（EPA）の関税割当 

 
４．お問い合わせ先 
  関税割当てに関し、御不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください。 
（１）関税割当制度全般に関すること 
  農林水産省輸出・国際局国際経済課 

（一般関税割当） 03（3502）5928 
（EPA関税割当） 03（6744）7165 

（２）申請手続に関すること 
関税割当申請書の受付の担当課一覧（別紙） 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff.html
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff2.html
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff4.html
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/tariff6.html
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff3.html


局課名・連絡先 一般関税割当の品目 ＣＰＴＰＰの品目 日ＥＵ・ＥＰＡの品目 日米貿易協定の品目 その他の経済連携協定（EPA）の品目

調製食用脂 低脂肪調製食用脂 低脂肪調製食用脂

コーンフレーク用とうもろこし うどん、そうめん及びそば うどん、そうめん及びそば とうもろこし（菓子・飲料用）（ペルー）

コーングリッツ、コーンミール及びコーンフラワー用とうもろこし 粉乳（チョコレート原料用） 粉乳（チョコレート原料用） ラプシャヌードル（モンゴル）

その他(菓子用)とうもろこし 無糖ココア調製品 無糖ココア調製品 その他の砂糖菓子（スイス）（豪州）

無糖ココア調製品 無糖ココア調製品（チョコレート原料用） 無糖ココア調製品（チョコレート原料用） 無糖ココア調製品（スイス）（豪州）

その他の砂糖菓子 チョコレート菓子（スイス）

チョコレート菓子

グルタミン酸ソーダ等用でん粉等

主として小麦で作られた調製食料品 混合物及び練り生地並びにケーキミックス 混合物及び練り生地並びにケーキミックス

混合物及び練り生地並びにケーキミックス 主として小麦で作られた調製食料品

麦芽 麦芽 麦芽 麦芽 麦芽（豪州）

豆類

落花生

トマトピューレー・ペースト トマトピューレーペースト（メキシコ）（チリ）

パイナップル缶詰 無糖トマトジュース（メキシコ）

トマトケチャップ（メキシコ）（ペルー）

その他のトマトソース（メキシコ）（ペルー）

オレンジジュース（濃縮)(非濃縮）（メキシコ)(豪州)

りんごジュース（濃縮)(非濃縮）（豪州）

生鮮バナナ（ﾏﾚｰｼｱ）（タイ）（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）

生鮮オレンジ（メキシコ）

生鮮パイナップル（タイ）（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）（フィリピン）

繭及び生糸

こんにゃく芋

でん粉等（その他用） ココアを含有するチューインガムその他の砂糖菓子 コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地 ぶどう糖及び果糖 甘しゃ糖みつ（タイ）（フィリピン）

ココア調製品（砂糖をくわえたもので２ｋｇ以下のものに限る。） 調製食料品 とうもろこしでん粉及びばれいしょでん粉 マスコバド糖（フィリピン）

コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地 ぶどう糖及び果糖 イヌリン アガベシロップ（メキシコ）

えんどう及び豆の調製品 調製食料品（しょ糖の含有量が全重量のうち50%を超えるものに限る。）及びココア粉 ソルビトール（メキシコ）（インドネシア）

調製食料品 でん粉等 デキストリン（メキシコ）

０３－３５０２－８１１１ 内線４７６８　　直通６７４４－２１０８

０３－３５０２－８１１１ 内線４１１３　　直通６７４４－２２４９

０３－３５０２－８１１１ 内線４７９０　　直通３５０１－４０９６

０３－３５０２－８１１１ 内線４８４４　　直通６７４４－２１１６

大臣官房新事業・食品産業部

食品製造課

０３－３５０２－８１１１ 内線４１１１　　直通６７４４－０４８０

０３－３５０２－８１１１ 内線４１１２　　直通３５０２－５７４７

０３－３５０２－８１１１ 内線５０１２　　直通６７４４－１２５３

０３－３５０２－８１１１ 内線４８４６　　直通３５０２－５９６５

０３－３５０２－８１１１ 内線４９９６　　直通６７４４－２５１２

０３－３５０２－８１１１ 内線４９９６　　直通６７４４－２５１２

農産局

貿易業務課

穀物課

園芸作物課

地域作物課

０３－３５０２－８１１１ 内線４７９０　　直通３５０１－４０９６

果樹・茶グループ

(別紙)



局課名・連絡先 一般関税割当の品目 ＣＰＴＰＰの品目 日ＥＵ・ＥＰＡの品目 日米貿易協定の品目 その他の経済連携協定（EPA）の品目

検討計の読みで98.5度未満の甘しゃ糖 砂糖 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体（タイ)(豪州)

ココア粉

ココア調製品（砂糖を加えたもので２ｋｇを超えるものに限る。）

しょ糖の含有量が全重量のうち５０％を超える調製食料品

調製食料品（砂糖が最大の成分のものに限る。）

砂糖及び酪農品を含有する調製食料品

でん粉等

砂糖

でん粉等（糖化用、化工でん粉用）

コーンスターチ用とうもろこし

単体飼料用（丸粒）及びその他用（粒飼用）用とうもろこし

学校等給食用以外の脱脂粉乳（配合飼料製造原料用）

配合飼料用ホエイ及び調製ホエイ

ナチュラルチーズ シュレッドチーズの原料として使用するフレッシュチーズ バター、脱脂粉乳、粉乳、バターミルクパウダー及び加糖れん乳 プロセスチーズ アイスクリーム（フィリピン）（豪州）

その他乳製品 バター 無糖れん乳 ホエイ ナチュラルチーズ（スイス）（豪州）

学校等給食用脱脂粉乳 脱脂粉乳 チーズ おろしチーズ及び粉チーズ（豪州）

学校等給食用以外の脱脂粉乳（沖縄還元乳製造原料用、沖縄乳児等用調製粉
乳製造原料用）

粉乳及びバターミルクパウダー ホエイ チーズフォンデュ（スイス）

無糖れん乳 無糖れん乳 プロセスチーズ（豪州）

無機質濃縮ホエイ 加糖れん乳 フローズンヨーグルト（豪州）

乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ等 オーストラリアのプロセスチーズ カードドリンク、その他のチーズ（モンゴル）

バター及びバターオイル ニュージーランドのプロセスチーズ

ホエイ（オーストラリアの無機質を濃縮したもの）

ニュージーランド産ホエイ

牛肉及び牛肉調製品（メキシコ）、 牛肉調製品（豪州）（モンゴル）

牛肉、牛くず肉（チリ）、　牛くず肉（豪州）

豚肉及び豚肉調製品（メキシコ）（チリ）（豪州）

豚肉（ペルー）、 豚肉調製品（タイ)(フィリピン）

鶏肉及び鶏肉調製品（メキシコ)(ペルー)(豪州）

鶏肉（チリ）（フィリピン）

ソーセージ（フィリピン）（豪州）

天然はちみつ（メキシコ）（ベトナム）（豪州）（モンゴル）

乾燥牛肉（スイス）

馬（豪州）

０３－３５０２－８１１１ 内線４８４１　　直通６７４４－２１１５

０３－３５０２－８１１１ 内線４９３０　　直通６７４４－２１２７

牛乳乳製品課　

畜産局

食肉鶏卵課

競馬監督課

０３－３５０２－８１１１ 内線４９４４　　直通３５０２－８４７３

飼料課

０３－３５０２－８１１１ 内線４９５１　　直通３５０２－５９９５

０３－３５０２－８１１１ 内線４９１５　　直通３５９１－６７４５
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